
議案第１７号  

羽生市介護保険条例の一部を改正する条例  

羽生市介護保険条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように

改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（保険料率）  （保険料率）  

第６条  令和６年度から令和８年度ま

での各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる法第９条第１号に規

定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。  

第６条  令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる法第９条第１号に規

定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。  

（１）  介護保険法施行令（平成１０

年政令第４１２号。以下「令」と

いう。）第３９条第１項第１号に

掲げる者  ３５，４００円  

（１）  介護保険法施行令（平成１０

年政令第４１２号。以下「令」と

いう。）第３９条第１項第１号に

掲げる者  ３５，６００円  

（２）  令第３９条第１項第２号に

掲げる者  ５３，３００円  

（２）  令第３９条第１項第２号に

掲げる者  ５３，４００円  

（３）  令第３９条第１項第３号に

掲げる者  ５３，７００円  

（３）  令第３９条第１項第３号に

掲げる者  ５３，４００円  

（４）  令第３９条第１項第４号に

掲げる者  ７０，０００円  

（４）  令第３９条第１項第４号に

掲げる者  ６４，１００円  

（５）  令第３９条第１項第５号に

掲げる者  ７７，８００円  

（５）  令第３９条第１項第５号に

掲げる者  ７１，２００円  

（６）  次のいずれかに該当する者  

９３，４００円  

（６）  次のいずれかに該当する者 

８５，５００円  

ア  地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額

ア  前年の合計所得金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しく



（ 以 下 「 合 計 所 得 金 額 」 と い

う。）（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から

令第２２条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には、０とする。以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が

１２０万円未満の者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当し

ないもの  

は第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項又は第３６条

の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が０を下回る場

合には、０とする。以下この項

において同じ。）が１２０万円

未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１

号イ、第１２号イ又は第１３号

イに該当する者を除く。）  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ、第８号イ又

は 第 ９ 号 イ に 該 当 す る 者 を 除

く。）  

（７）  次のいずれかに該当する者  

１０１，２００円  

（７）  次のいずれかに該当する者  

９２，６００円  

ア  合計所得金額が２００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

ア  前年の合計所得金額が２００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ、第１２

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ又は第９号イ

に該当する者を除く。）  



号イ又は第１３号イに該当する

者を除く。）  

（８）  次のいずれかに該当する者  

１１６，８００円  

（８）  次のいずれかに該当する者  

１０６，９００円  

ア  合計所得金額が３００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

ア  前年の合計所得金額が３００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） 、 次 号 イ 、 第 １ ０ 号

イ、第１１号イ、第１２号イ又

は第１３号イに該当する者を除

く。）  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する

者を除く。）  

（９）  次のいずれかに該当する者  

１３６，２００円  

（９）  次のいずれかに該当する者  

１２４，７００円  

ア  合計所得金額が４００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

ア  前年の合計所得金額が４００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） 、 次 号 イ 、 第 １ １ 号

イ、第１２号イ又は第１３号イ

に該当する者を除く。）  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） に 該 当 す る 者 を 除

く。）  

（１０）  次のいずれかに該当する

者  １４７，９００円  

（１０）  次のいずれかに該当する

者  １２８，３００円  

ア  合計所得金額が５００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

ア  前年の合計所得金額が６００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された



ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ、第１２号イ

又は第１３号イに該当する者を

除く。）  

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） に 該 当 す る 者 を 除

く。）  

（１１）  次のいずれかに該当する

者  １６３，５００円  

（１１）  次のいずれかに該当する

者  １３５，４００円  

ア  合計所得金額が６００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

ア  前年の合計所得金額が８００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ又は第１３号

イに該当する者を除く。）  

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） に 該 当 す る 者 を 除

く。）  

（１２）  次のいずれかに該当する

者  １７９，１００円  

 

ア  合計所得金額が７００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

 

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する

者を除く。）  

 

（１３）  次のいずれかに該当する

者  １８６，９００円  

 

ア  合計所得金額が８００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

 

イ  要保護者であって、その者が

課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態

 



となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を

除 く 。 ） に 該 当 す る 者 を 除

く。）  

（１４）  前各号のいずれにも該当

しない者  １９４，７００円  

（１２）  前各号のいずれにも該当

しない者  １４２，５００円  

２  所得の少ない第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る前項

第１号に該当する者の令和６年度か

ら令和８年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、２２，１００円とする。  

２  所得の少ない第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る前項

第１号に該当する者の令和３年度か

ら令和５年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、２１，３００円とする。  

３  前項の規定は、第１項第２号に掲

げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和６年度から

令和８年度までの各年度における保

険料率について準用する。この場合

に お い て 、 前 項 中 「 ２ ２ ， １ ０ ０

円 」 と あ る の は 、 「 ３ ７ ， ７ ０ ０

円」と読み替えるものとする。  

３  前項の規定は、第１項第２号に掲

げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和３年度から

令和５年度までの各年度における保

険料率について準用する。この場合

に お い て 、 前 項 中 「 ２ １ ， ３ ０ ０

円 」 と あ る の は 、 「 ３ ５ ， ６ ０ ０

円」と読み替えるものとする。  

４  第２項の規定は、第１項第３号に

掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場

合において、第２項中「２２，１００

円 」 と あ る の は 、 「 ５ ３ ， ３ ０ ０

円」と読み替えるものとする。  

４  第２項の規定は、第１項第３号に

掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場

合において、第２項中「２１，３００

円 」 と あ る の は 、 「 ４ ９ ， ８ ０ ０

円」と読み替えるものとする。  

（普通徴収に係る納期）  （普通徴収に係る納期）  

第７条  （略）  第７条  （略）  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

４  納期ごとの分割金額に１，０００

円未満の端数があるとき、又はその

分割金額が１，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額

は、全て最初の納期に係る分割金額

に合算するものとする。  

４  納期ごとの分割金額に１，０００

円未満の端数があるとき、又はその

分割金額が１，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額

は、すべて最初の納期に係る分割金

額に合算するものとする。  

（賦課期日後において第１号被保険

者 の 資 格 取 得 、 喪 失 等 が あ っ た 場

合）  

（賦課期日後において第１号被保険

者 の 資 格 取 得 、 喪 失 等 が あ っ た 場

合）  

第８条  保険料の賦課期日後に第１号

被保険者の資格を取得した場合にお

第８条  保険料の賦課期日後に第１号

被保険者の資格を取得した場合にお



ける当該第１号被保険者に係る保険

料の額の算定は、第１号被保険者の

資格を取得した日の属する月から月

割りをもって行う。  

ける当該第１号被保険者に係る保険

料の額の算定は、当該被保険者資格

を取得した日の属する月から月割り

をもって行う。  

２  保険料の賦課期日後に第１号被保

険者の資格を喪失した場合における

当該第１号被保険者に係る保険料の

額の算定は、第１号被保険者の資格

を喪失した日の属する月の前月まで

月割りをもって行う。  

２  保険料の賦課期日後に第１号被保

険者の資格を喪失した場合における

当該被保険者に係る保険料の額の算

定は、第１号被保険者の資格を喪失

した日の属する月の前月まで月割り

をもって行う。  

３  保険料の賦課期日後に令第３９条

第１項第１号イ（同号に規定する老

齢福祉年金の受給権を有するに至っ

た 者 及 び （ １ ） に 係 る 者 を 除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、

第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第

６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９

号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ又は第１３号ロに該当する

に至った第１号被保険者に係る保険

料の額は、当該該当するに至った日

の属する月の前月まで月割りにより

算定した当該第１号被保険者に係る

保険料の額と当該該当するに至った

日の属する月から令第３９条第１項

第１号から第１３号までのいずれか

に規定する者として月割りにより算

定した保険料の額の合算額とする。  

３  保険料の賦課期日後に令第３９条

第１項第１号イ（同号に規定する老

齢福祉年金の受給権を有するに至っ

た 者 及 び （ １ ） に 係 る 者 を 除

く。）、ロ及びハ、第２号ロ、第３

号ロ、第４号ロ、第５号ロ又は第６

号ロに該当するに至った第１号被保

険者に係る保険料の額は、当該該当

するに至った日の属する月の前月ま

で月割りにより算定した当該被保険

者に係る保険料の額と当該該当する

に至った日の属する月から令第３９

条第１項第１号から第６号までのい

ずれかに規定する者として月割りに

より算定した保険料の額の合算額と

する。  

４  （略）  ４  （略）  

（延滞金）  （延滞金）  

第１０条  法第１３２条の規定により

普通徴収に係る保険料の納付義務を

負 う 者 （ 以 下 「 保 険 料 の 納 付 義 務

者」という。）は、納期限後にその

保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日

から納付の日までの期間に応じ、当

該金額につき年１４．６パーセント

（当該納期限の翌日から３月を経過

す る 日 ま で の 期 間 に つ い て は 、 年

７．３パーセント）の割合をもって

計算した金額に相当する延滞金額を

第１０条  被保険者及び連帯納付義務

者は、納期限後にその保険料を納付

する場合においては、当該納付金額

に、その納期限の翌日から納付の日

までの期間に応じ、当該金額につき

年１４．６パーセント（当該納期限

の翌日から３月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセン

ト）の割合をもって計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。  



加算して納付しなければならない。  

２  前 項 に 規 定 す る 年 当 た り の 割 合

は、うるう年の日を含む期間につい

て も 、 ３ ６ ５ 日 当 た り の 割 合 と す

る。  

２  前 項 に 規 定 す る 年 当 た り の 割 合

は 、 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て

も、３６５日当たりの割合とする。  

３・４  （略）  ３・４  （略）  

第２７条  前４条の過料を徴収する場

合において発する納額告知書に指定

すべき納期限は、その発布の日から

起算して１０日以上を経過した日と

する。  

第２７条  前４条の過料を徴収する場

合において発する納額告知者に指定

すべき納期限は、その発布の日から

起算して１０日以上を経過した日と

する。  

   附  則     附  則  

 （平成２９年度における保険料率の

特例）  

 （平成２９年度における保険料率の

特例）  

第９条  平成２９年度における保険料

率は、第６条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる第１号被保

険者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。  

第９条  平成２９年度における保険料

率は、第６条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる第１号被保

険者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。  

 （１）～（５）  （略）   （１）～（５）  （略）  

 （６）  次のいずれかに該当する者 

６７，９００円  

 （６）  次のいずれかに該当する者 

６７，９００円  

  ア  合計所得金額（租税特別措置

法第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令附則第１９

条第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。）が１２０

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

  ア  前年の合計所得金額（租税特

別措置法第３３条の４第１項若

し く は 第 ２ 項 、 第 ３ ４ 条 第 １

項、第３４条の２第１項、第３４

条 の ３ 第 １ 項 、 第 ３ ５ 条 第 １

項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令

附則第１９条第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額と

す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。）が１２０万円未満の者で

あり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの  

  イ  （略）    イ  （略）  

（７）  次のいずれかに該当する者 

７３，５００円  

（７）  次のいずれかに該当する者 

７３，５００円  

  ア  合計所得金額が１９０万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

  ア  前年の合計所得金額が１９０

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも



の  

  イ  （略）    イ  （略）  

 （８）  次のいずれかに該当する者 

８４，９００円  

 （８）  次のいずれかに該当する者 

８４，９００円  

  ア  合計所得金額が２９０万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

  ア  前年の合計所得金額が２９０

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

  イ  （略）    イ  （略）  

 （９）  次のいずれかに該当する者 

９６，２００円  

 （９）  次のいずれかに該当する者 

９６，２００円  

  ア  合計所得金額が３００万円未

満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの  

  ア  前年の合計所得金額が３００

万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないも

の  

  イ  （略）    イ  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の羽生市介護保険条例の規定は、令和６年

度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。  

  令和６年２月１９日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

 


